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	Ⅰ　策定の趣旨



平成２８年度に文部科学省が実施した教員勤務実態調査では，教師の勤務状況において看過できない課題が明らかとなり，平成２９年８月に中央教育審議会が取りまとめた「学校における働き方改革に係る緊急提言」では，「業務改善の取組」と「勤務時間を意識した働き方」の推進を２つの主要な柱として提言されました。
宇都宮市では，国の議論に先行して平成２６年１０月に「児童生徒と向き合う時間の充実に向けたアクションプラン」を策定し，業務改善と環境整備を目的とした様々な取り組みを進めてまいりました。さらに，平成３０年度以降はこれまでの「業務改善の取組」に加え，もう1つの柱である「勤務時間を意識した働き方」の推進にも力を入れるべく，「学校における働き方改革推進会議」を設置し，学校現場の声を反映しながら，実効性のある取組を進めてまいりました。
また，平成３１年４月には，第２次計画である「第２次アクションプラン」を策定し，その後も，適宜，時代のニーズに合わせた見直しを行いながら，「児童生徒と向き合う時間の確保」及び「時間外在校等時間の縮減」を具体的な目標に掲げ，本市独自の取組を実行してまいりました。
[bookmark: _Hlk218695321][bookmark: _Hlk214366091]このような中，令和７年６月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（以下，給特法）」が改正され，教育委員会に対し「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表等の義務付けが行われたところであり，この趣旨や目的を踏まえながら，本市の学校における働き方改革をさらに加速させ，学校と教育委員会が一体となって働き方改革を推進し，教職員の日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで，効果的な教育活動の実現や教育の質の向上を図っていく必要があることから，「第２次アクションプラン」を見直し，本プランを策定します。

	Ⅱ　本プランの位置付け



[bookmark: _Hlk218694958]本プランは，令和６年３月に見直しを行った「児童生徒と向き合う時間の充実に向けたアクションプラン（以下「第２次アクションプラン」）」の後継プランとして位置付けるとともに，給特法第８条に基づく，「業務量管理・健康確保措置実施計画」として，市教育委員会及び市立小中学校における，働き方改革の推進に向けた取組方針及び具体的方策を示す。








	Ⅲ　本プランの計画期間



[bookmark: _Hlk218693542]　　令和８年度（２０２６）から令和１４年度（２０３２）までの７年間とする。

〔これまでのアクションプランについて〕

	次期
	プラン名
	内容

	平成２６年　～　２８年
	第１次アクションプラン
	業務改善に係る取り組みの実施

	平成２９年　～　３０年
	各学校における負担軽減策の継続
	

	令和　元年　～　　３年
	第２次アクションプラン
	・業務改善の取組
・勤務時間を意識した働き方の実施

	令和　４年
	第２次プランの評価，プランに掲げた各取組の継続
	

	令和　５年　～　　７年
	第２次アクションプラン
（見直し版）
	「業務改善の取組」や「勤務時間を意識した働き方」を一体的に実施

	


令和　８年　～　１４年
	


第３次アクションプラン
	・第２次アクションプランの取組を継承しつつ，改正給特法に基づく「業務量管理・健康確保措置実施計画」として位置づけ。
・新たな目標を設定し，各種取組を推進していく。
















	Ⅳ　本市のこれまでの取組



　本市においては，これまでに，人的配置の充実や校務のＩＣＴ化，本市独自の業務改善計画である「第１次，第２次アクションプラン」などによる負担軽減の取組を推進することにより，教職員の児童生徒と向き合う時間の確保に取り組んできたところである。　
【本市がこれまでに取り組んできた主な取組】
１　人的配置の充実
・スクールカウンセラーの配置（H13～）　　　　・日本語指導講師の派遣（H4～）
・学校支援業務学力向上担当の配置（H15～）　　・部活動地域指導者の確保（H15～）
・学校業務の配置（H17～）　　　　　　　　　　・学校図書館司書の配置（H18～）
・かがやきルーム指導員の配置（H20～）　　　　・学校栄養士業務嘱託員の配置（H21～）
・ＡＬＴ，ＡＥＴの全学校園配置（H21～）　　　・学校事務指導員の配置（H26～）
・スクールソーシャルワーカーの配置（H27～）　・部活動指導員の配置（H30～）
・ＩＣＴ支援員の配置（R3～）　　　　　　　　 ・副校長マネジメント支援員の配置（R6～）　　 
・校内教育支援センター支援員の配置（R7～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
２　校務のＩＣＴ化
・学校事務システムの導入（H18～）　　　　　　・学校図書管理システム（H20～）
・学校用グループウェアの導入（H20～）　　　　・学校物品有効活用システム（H20～）
・児童生徒学習情報システムの導入（H22～）　　・学校徴収金会計事務システムの導入（H24～）
・インターネットバンキングの導入（H29年度末全校導入）
・学校情報メール配信システム（H24～）　　　　・教職員人事管理システムの導入（H27～）
・保護者とのデジタル連絡ツールの導入（R4～） ・デジタルドリル（R3～）
・デジタル採点ソフトの中学校への導入（R7～）　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　
３　負担軽減の取組
・本市独自の部活動指針の策定（H14）
・お盆期間の学校業務休止日の設定（H23～）
・地域学校園事務室の設置（H24）
・調査・照会文書の縮減（4割縮減（H24→29））
・学校支援ボランティアやＰＴＡとの連携
・全校における教職員の出退勤管理（Excelシート）の実施（H30～）
・全市立小・中学校における自動音声応答の導入（R1～）
[bookmark: _Hlk218670557]⇒　原則，勤務時間終了後に設定変更（R7～）
・指導要録（様式２）、健康診断票の電子化（R6～）
・本市休日の部活動の地域展開方針の策定（R6）
・市長及び教育長による保護者や地域の理解促進のためのメッセージの発出（R6.9）　　など


























	Ⅴ　本市教職員の状況



　１　本市教職員の時間外在校等時間の状況について

令和６年度
	[bookmark: _Hlk218687562][bookmark: _Hlk218685724]
	年平均
１箇月あたり
	月４５時間以下の
教職員の割合
	月４５時間を上回る
教職員の割合
	月８０時間を上回る教職員の割合

	小学校
	37時間44分
	72.08%
	27.92%
	2.37%

	中学校
	50時間50分
	47.50%
	52.50%
	16.71%



令和５年度
	[bookmark: _Hlk218689086]
	年平均
１箇月あたり
	月４５時間以下の
教職員の割合
	月４５時間を上回る
教職員の割合
	月８０時間を上回る
教職員の割合

	小学校
	40時間41分
	69.20%
	30.80%
	3.30%

	中学校
	52時間07分
	46.80%
	53.20%
	17.50%



[bookmark: _Hlk218691591]令和６年度において時間外在校等時間が月４５時間を超える割合が，小学校においては約２８％，中学校においては，約５３％となっている。令和５年度と比較すると，年平均・月４５時間を上回る割合，月８０時間を上回る割合の全てで減少しており，これまでの「第２次アクションプラン」等による本市の負担軽減の取組により，時間外在校等時間の縮減に一定の効果があったものと考えられるが，取組の継続により，更なる負担軽減を図る必要がある。依然として本市教職員が長時間勤務をしていることは明らかであり，長時間勤務に伴う健康問題はもちろん，児童生徒と向き合う時間が十分に確保されない懸念もあることから，教職員の勤務環境の改善に引き続き取り組む必要がある。







　




２　児童生徒と向き合う時間に関する状況について

児童生徒と向き合う時間を確保できている教員の割合
	
	Ｈ28
	Ｒ3
	増減

	小学校
	81.2%
	80.6%
	－0.6ポイント

	中学校
	80.0%
	81.4%
	＋1.4ポイント

	全体
	80.7%
	80.9%
	＋0.2ポイント







※教職員アンケート調査結果より
※「児童生徒に向き合う時間」とは児童生徒と接する「学習指導」「児童生徒指導」「学年・学級経営」「学校行事」などや，それ以外にも「教材研究」「教材の準備」「行事の準備」なども含めた，児童生徒に直接関わりのある業務を行う時間を指す。
	Ⅵ　本市の方針と目的



　本市では，「Ⅴ　本市のこれまでの取組」のとおり，既に，人的配置の充実や校務のＩＣＴ化，「第１次，第２次アクションプラン」などによる負担軽減の取組を行ってきたところであるが，本市の教職員が目指す姿を実現し，教職員が健康で生き生きとやりがいを持って勤務し，質の高い教育を行うためには，これまでの負担軽減の取組を継続する「業務改善の視点」に加え，「教職員の意識改革」や「学校のマネジメント力の強化」などの「勤務時間を意識した働き方の視点」からも，学校と教育委員会が一体となって「学校における働き方改革」を推進していく必要がある。
【本市の教職員が目指す姿（「第２次学校教育推進計画後期計画より」）】
・　教職員は，自己研鑽に努め，高い指導力と専門性を身に付けるとともに，強い使命感や情熱をもって日々の指導を行い，児童生徒，保護者，地域の方々から頼られる存在となっています。
・　学校は，多様な専門性を有する学校スタッフを効果的に活用し，校長のリーダーシップのもと，全ての教職員が力を発揮し，チームとして協力し合いながら指導にあたっています。
・　学校は，デジタル機器を活用するなどしながら，業務の効率化を進めています。また，教職員は，児童生徒と向き合う時間を確保し，心身ともに健康な状態で職務を遂行しています。











【本市の「学校における働き方改革」の方針と目的】
　・　勤務環境の改善や業務負担の軽減に取り組むと同時に，児童生徒と向き合う時間の確保に取り組み，教育の質を低下させることなく効果的な教育活動を行うため，以下の方針と目的を掲げ，「学校における働き方改革」に取り組んでいく。
～方　針～
学校と市教育委員会が一体となり，「業務改善の取組の推進」と「勤務時間を意識した働き方の推進」の両輪で「学校における働き方改革」を進めていく。
○　業務改善の取組の推進
　これまでの人的配置の充実や校務のＩＣＴ化を継続するとともに，第１次，第２次アクションプランの課題を踏まえながら，更なる業務改善を進めていく。
○　勤務時間を意識した働き方の推進
　教職員一人一人のやりがいや情熱を大切にしながら，時間管理や健康管理を意識して勤務できるよう，教職員の意識改革や学校のマネジメント力の強化などにより勤務時間を意識した働き方を進めていく。













～目　的～
児童生徒と向き合う時間を十分に確保しつつ，教職員の日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで効果的な教育活動の実現や教育の質の向上を図る。





	Ⅶ　本プランの目標


[bookmark: _Hlk218693250][bookmark: _Hlk218693251]１　教員の時間外在校等時間を１か月で４５時間以内，１年間で３６０時間以内とする。

２　児童生徒と向き合う時間を確保できている教員の割合９０％を目指す。

３　時間外在校等時間が１か月８０時間を超える教職員の人数０人を目指す。
（令和９年度末）








〔目標の考え方〕
　　○　目標１について
　　　・　第２次アクションプランでは，「時間外在校等時間が１か月８０時間を超える教職員の人数を０人にする」という目標を掲げ各種取組を推進してきたが，前項の方針及び目的を踏まえ，新たに上記の目標１を設定し，国が示す指針※との整合性も図る。
〔※参考〕
・文部科学省「公立学校の教職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和７年９月）における時間外勤務の上限
⇒　原則月４５時間以内，年３６０時間








○　目標２について
・　教職員の児童生徒と向き合う時間を確保することは，教育の質の向上につながる重要なものであることから，「第２次アクションプラン」に引き続き，児童生徒と向き合う時間の確保を目指すこととし，本プランにおける目標値を９０％とする。

○　目標３について
     ・　政府目標において，「時間外在校等時間が月８０時間を超える教職員を早急になくさなければならない」と明記されたことや，上位計画である「第２次学校教育推進計画後期計画」の目標「時間外在校等時間が１か月８０時間を超える教職員の人数を０人にする」を引き続き設定する。

〔目標値の達成状況の確認について〕
　 ・　取組の着実な実行を図るため，本プランで設定した目標値の達成状況については，毎年度，市ホームページで公表するとともに，定例の総合教育会議において報告を行う。



	Ⅷ　本市が推進する取組



　これまでの「第２次アクションプラン」の取組を生かしつつ，国が「学校と教師の業務の３分類」で示した考え方や方策等に基づき，「勤務時間を意識した働き方の推進」と「業務改善の取組の推進」の視点から，本市として更に改善すべき取組方策について，下記のとおり整理する。
【主な取組一覧】
	[bookmark: _Hlk221535457]区分
	取組項目

	
	
	具体的な方策

	業務改善の取組の推進
	１　部活動指導体制の改善（「３分類」⑬関係）

	
	
	・本市「部活動方針」に基づく取組の徹底
・部活動指導員の配置
・本市「部活動地域展開方針」に基づく取組の推進

	
	２　地域・保護者との連携促進（「３分類」⑫⑮⑰関係）

	
	
	・清掃指導，印刷・提出物確認等の補助業務等へのボランティア活用の促進
（学校支援ボランティア，街の先生，大学との連携）

	
	３　サポートスタッフの配置（「３分類」⑮⑯⑰関係）

	
	
	・教員業務支援事務の配置

	
	４　校務DXの活用による業務効率化（「３分類」⑧⑯関係）

	
	
	・デジタルドリル　・教職員人事管理システム　
・保護者とのデジタル連絡ツール　・デジタル採点ソフト　
・ＩＣＴ支援員によるサポート
・校務系端末と学習系端末の一元化に向けたシステム基盤の構築

	
	５　校務・研修の効率化

	
	
	・教職員研修の縮減（教頭研修の実施日数減など）

	
	６　業務改善に向けた国・県への働きかけ

	
	
	・働き方改革の視点に立った教職員定数改善等に係る国，県への要望

	[bookmark: _Hlk215839815][bookmark: _Hlk215838796]勤務時間を意識した　　　働き方の推進
	７　時間管理に関する研修の実施

	
	
	・時間管理や健康管理等の働き方に関する視点を盛り込んだ研修の実施
（管理職研修，年次研修）

	
	８　働き方に関する意識改革の促進

	
	
	・全校で「働き方の視点」を盛り込んだ学校経営方針及び重点目標の策定
・全校で業務改善や働き方に関する評価項目を加えた学校評価の実施
・月１回以上の学校リフレッシュデーの全校実施

	健康管理に関する　取組の推進
	９　教職員の健康管理の徹底

	
	
	・総括安全衛生委員会及び各学校における安全衛生委員会の設置・運営
・教職員定期健康診断及びストレスチェックの実施
・産業医及び健康管理医からの職員の健康や職場環境に関する指導助言





〔計画策定後の新規取組について〕
・　学校における働き方改革に有効な新たな方策については，随時検討し取り組んでいく。
7
